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令和７年度第６回袖ケ浦市子ども･子育て支援会議 

１ 開催日時   令和８年２月１９日（木） 午前１０時開会 

 

２ 開催場所   市役所北庁舎３階会議室３－１、３－２ 

 

３ 出席委員 

委員長 中島 緑 委 員 根本 佳子 

副委員長 千葉 みゆき 委 員 神﨑 保 

委 員 加藤木 好美 委 員 武井 千尋 

委 員 大川 洋子 委 員 大熊 賢滋 

委 員 星野 ひろみ 委 員 福原 道子 

委 員 石井 啓 委 員 泉水 弘幸 

委 員 千葉 香織 委 員 東 雅弓 

 

４ 欠席委員 

委 員 浅野 友維 委 員 杉谷 乃百合 

委 員 横田 一美 委 員 重松 孝典 

委 員 大久保 和佳奈 委 員 和田 舞子 

 

５ 出席職員 

子育て支援課長 若月 義治 

子育て支援課副課長（子育て環境推進班長） 鈴木 亮満 

子育て支援課副課長（こども給付班長） 須藤 浩二 

子育て支援課こども家庭センター 主幹 牧野 恵美 

子育て支援課こども家庭センター 上席社会福祉士 阿部 勝広 

子育て環境推進班 主査 増田 一輝 

子育て環境推進班 主任主事 八隅 翔慎 

子育て環境推進班 主事 西條 冬馬 

保育幼稚園課長 勝畑 孝光 

保育幼稚園課施設管理班長 芦田 敏宏 

健康推進課すこやか親子班長 今井 恵 

学校教育課副参事（指導班長） 南 啓介 

学校教育課副課長（学事保健班長） 薩摩 智一 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員   ５人 

傍聴人数   ０人 

 

７ 議題 

（１）認定こども園等の利用定員の変更に係る意見聴取について 

（２）小規模保育事業所の認可及び利用定員の設定に係る意見聴取について 

（３）乳児等通園支援事業所の認可及び利用定員の設定に係る意見聴取について 

（４）袖ケ浦市こども計画（案）パブリックコメントの実施結果について 

（５）その他 
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８ 議事 

１ 開 会  

 

２ 委員長挨拶  

 

３ 議題 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

議題（１）認定こども園等の利用定員の変更に係る意見聴取について 

中島議長 

それでは、議題（１）認定こども園等の利用定員の変更に係る意見聴取について、事務局より

説明をお願いします。 

 

※事務局から資料により説明 

   

中島議長 

ありがとうございました。 

それでは、委員の皆様、ご質問やご意見はございますか。 

 

【 質疑・応答 】 

 

中島議長 

   質問、ご意見はないようですので議題（１）認定こども園等の利用定員の変更に係る意見聴取

についての議題を終了いたします。 

 

 

議題（２）小規模保育事業所の認可及び利用定員の設定に係る意見聴取について 

中島議長 

続きまして議題（２）小規模保育事業所の認可及び利用定員の設定に係る意見聴取について、

事務局より説明をお願いします。 

 

※事務局から資料により説明 

   

中島議長 

ありがとうございました。 

それでは、委員の皆様、ご質問やご意見はございますか。 

 

【 質疑・応答 】 
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  石井委員 

   1歳児の定員が 9名、2歳児が 10名となっていますが、1年後を考えると、１歳児 9名が持

ち上がって、2歳児が常に増えると想定しているということでしょうか。 

 

  事務局 

   ご認識のとおり、1歳児 9名が持ち上がることを考慮して、2歳児クラスのほうが多い定員

設定となります。 

   3歳になりますと、認可保育所等に移ることが一般的ですので、小規模保育事業所を 2歳児

から利用しようとするケースはそこまで多くないものと考えています。 

 

石井委員 

2歳児から利用開始するケースは多くないというのは、事業者目線からすると、常に 2歳児

枠に 1名の空きが出て、定員割れが続く形になりかねないのではないでしょうか。 

 

  事務局 

   本市では、特に人口の多い臨海部において待機児童対策に力を入れなければならない状況が

続いておりますので、今回の袖ケ浦けやき保育園の立地を考えますと、2歳児クラスも埋まっ

てくるものと考えております。 

 

  中島議長 

   ありがとうございます。 

本来であれば 0歳児も受入可能ですが、1、2歳児の定員が不足しているということで、今回

は 1、2歳児のみの利用定員として設定しているということでよいでしょうか。 

 

事務局 

 ご認識のとおりです。今回は 1、2歳児の定員確保のために事業者の公募を行いました。 

 

  大熊委員 

   あと 1カ月半ほどで開設となります。資料には保育士 6名の配置とありますが、職員の採用

見込はどのような状況でしょうか。 

 

事務局 

現在、事業者が採用を進めており、必要な職員数が確保できる見込みとして認可申請をいた

だいております。 

 

  中島議長 

他に質問、ご意見はありますか。 

ないようですので、小規模保育事業所「袖ケ浦けやき保育園」の認可及び利用定員の設定に

ついて、本会として付する意見や異議はないものとしてよろしいでしょうか。 

 

それでは、意見や意義などはないものと認めます。 
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議題（３）乳児等通園支援事業所の認可及び利用定員の設定に係る意見聴取について 

中島議長 

続きまして議題（３）乳児等通園支援事業所の認可及び利用定員の設定に係る意見聴取につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

※事務局から資料により説明 

   

中島議長 

ありがとうございました。 

それでは、委員の皆様、ご質問やご意見はございますか。 

 

【 質疑・応答 】 

 

星野委員 

   公立の平川保育所の提供時間について、午前 9時から 12時と午後 1時から 4時となってお

り、給食提供はなしとのことですが、具体的な運用についてお伺いします。 

 

事務局 

   こども誰でも通園制度の実施に当たっては、1人当たり月 10時間が利用上限となります。 

1日の最大利用時間数などは事業所ごとで異なりますが、平川保育所ではお昼の時間帯を避

け、午前中 3時間、午後 3時間で利用していただく形で考えています。 

この制度は、異なる施設をご利用できますので、いろいろな事業所を試したりすることが可

能です。 

 

東委員 

母親としては、施設によって、例えば預ける時間も用意するものも変わりますので、複数の

施設を利用するというのは大変だと感じます。 

預けられる制度としてありがたい気持ちは十分ありますが、午前中預けて、お昼寝の時間が

あって、また午後から預けるというのは、すごく難しいのではないかという思いがあります。 

 

事務局 

   ありがとうございます。 

事業所によって、提供する曜日や時間帯などを、比較的自由度が高く設定することができる

制度となっております。 

月の上限は 10時間であり、仮に 1日丸々利用した場合には、利用枠の大半を消費する形に

なりますので、保護者の都合に合わせて、冠婚葬祭などで 1日長く預けたい、給食の提供を受

けたいといった場合には、公立の根形保育所や他の私立保育所で実施しております一時預かり

事業の利用も、併せて検討していただくことができます。 

なお、こども誰でも通園制度は、普段は接することのない同年代の児童や保育者との触れ合

いなどを通じてお子さんの育ちを支援するという目的がございますので、公立の平川保育所で

は、できるだけ定期的に長期で使っていただけるような形を想定しております 
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  東委員 

   せっかくいいサービスであるにも関わらず、知られていなかったり、使える時間が制限され

てしまうと、非常にもったいないと思います。保護者の方が利用しやすいよう、少しずつでも

利用しやすい形に変わっていっていただけると嬉しいです。 

 

中島議長 

   ありがとうございます。 

   今後の周知方法などについてはいかがでしょうか。 

 

事務局 

   具体的な利用方法や申込方法については、今後、ホームページ等でご案内してまいります。

周知の方法によっても、利用してくださる方が増えてくるものと思っております。 

 

中島議長 

   ぜひ、使いやすいように考えていただければと思います。 

   他にご意見などはありますか。 

 

泉水委員 

   資料３の７ページ、袖ケ浦けやき保育園の職員数には保育士１名とあります。これは、資料

２の４ページの小規模保育事業の職員予定６名の中に含まれるということでしょうか。 

 

事務局 

   こども誰でも通園制度に従事する保育士１名は、小規模保育事業とは別に配置するものです

ので６名には含まれません。なお、こども誰でも通園制度の職員配置は原則２名以上ですが、

併設する小規模保育事業の保育士の支援が得られることによって安全等を担保しており、１名

でも職員配置基準を満たす形となります。 

 

泉水委員 

   職員用駐車場があまり広くないように見受けられます。保育士の人数に対して職員用駐車場

が不足する可能性はないでしょうか。 

 

事務局 

   職員用の駐車場が不足する場合は、事業者が近隣に駐車場を確保するなどの対応を図る必要

があります。路上駐車などで近隣家庭等にご迷惑がかからないようにしなければなりませんの

で、市としても定期的な監査の場などにおいて確認してまいります。 

 

中島議長 

   他に質問、ご意見などはありますか。 

ないようですので、それぞれの乳児等通園支援事業の認可及び利用定員の設定について、本

会として付する意見や異議はないものとしてよろしいでしょうか。 

 

それでは、意見や意義などはないものと認めます。 
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議題（４）袖ケ浦市こども計画（案）パブリックコメントの結果について 

中島議長 

続きまして議題（４）袖ケ浦市こども計画（案）パブリックコメントの結果について、事務

局より説明をお願いします。 

 

※事務局から資料により説明 

   

中島議長 

ありがとうございました。 

それでは、委員の皆様、ご質問やご意見はございますか。 

 

【 質疑・応答 】 

 

中島議長 

   それでは、質問、ご意見はないようですので、議題（４）袖ケ浦市こども計画（案）パブリッ

クコメントの結果についてを終了いたします。 

 

それでは、本日の議題は全て終了いたしましたので進行を事務局の方にお返しいたします。 

 

事務局 

議題の方が全て終了いたしました。 

本日の日程は全て終了いたしましたので以上をもちまして令和７年度第６回袖ケ浦子ども・

子育て支援会議を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 閉 会  

 


